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地域医療連携推進法人の設立について 

 

１．地域医療連携推進法人制度の概要 

  地域医療連携推進法人制度は、平成 27 年の医療法の改正により、医療機関等が相互に機能分

担及び業務連携を推進することで、地域において良質かつ適切で効率的な医療提供体制を確保し、

地域医療構想を実現するための一つの選択肢となる新たな法人の認定制度として創設された。 

 

２．法人設立の趣旨・目的 

  医療連携推進方針に基づき、医療機能分担及び医療資源の集約化に関する医療連携推進業務を

行い、地域医療構想の達成及び地域包括ケアシステムの構築に資する。 

 

３．法人の概要 

 ○ 名  称：一般社団法人大阪市北部東部メディケアネット 

 ○ 事 務 所：主たる事務所 大阪市旭区清水二丁目１１番１４号 

 ○ 医療連携推進区域：大阪市二次医療圏（北部・東部基本保健医療圏） 

（大阪市北区、都島区、東淀川区、旭区、淀川区、中央区、生野区、 

天王寺区、城東区、浪速区、鶴見区、東成区） 

 ○ 参加法人等：社会医療法人 ONE FLAG、社会医療法人ささき会、医療法人公道会 

 ○ 役  員：理事 ３名  監事 １名 

 ○ 医療連携推進業務： 

  ① 医療介護機能の分担と連携 

  ② 医療介護従事者の資質向上と人的連携 

  ③ 災害等緊急時に備えた連携 

  ④ 医療・介護・福祉等のニーズを把握し、包括的にサービスが提供できる地域包括ケアシス

テムの構築に向けた地域の各種取組を支援する事業 

 

４．経過及び今後の主なスケジュール 

 ○ 令和７年 1２月 一般社団法人の設立（登記） 

大阪府知事への地域医療連携推進法人の認定申請 

 ○ 令和８年 １月 大阪市医療・病床懇話会への説明 

          大阪市東部保健医療協議会への協議 

 ○ 令和８年 ２月 大阪市北部保健医療協議会への協議 

大阪市保健医療連絡協議会への協議 

 ○ 令和８年 ５月 大阪府医療審議会（医療法人部会）への諮問・答申 

 ○ 令和８年 ６月 大阪府知事による地域医療連携推進法人の認定 

          地域医療連携推進法人の設立（登記） 
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○ 一般社団法人のうち、地域における医療機関等相互間の機能分担や業務の連携を推進することを主たる目的とする法人として、医療法に定められ
た基準を満たすものを都道府県知事が認定
（認定基準の例）
・ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院のいずれかを運営する法人又は個人が２以上参加すること
・ 医師会、患者団体その他で構成される地域医療連携推進評議会を法人内に置いていること
・ 参加法人等が重要事項を決定するに当たっては、地域医療連携推進法人に意見を求めることを定款で定めていること

○ 医療連携推進区域（原則地域医療構想区域内）を定め、区域内の病院等の連携推進の方針（医療連携推
進方針）を決定

○ 医療連携推進業務等の実施
診療科（病床）再編（病床特例の適用）、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、
参加法人等への資金貸付（基金造成を含む）、連携法人が議決権の全てを保有する関連事業者への出資 等

○ 参加法人等の統括（参加法人等の予算・事業計画等へ意見を述べる）

地域医療連携推進法人制度の概要
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地域医療連携推進法人

・医療機関相互間の機能分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢としての、法人の認定制度
・複数の医療機関等が法人に参画することにより、競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保
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※参加法人等に個人が参加できる場合は貸付･出資は不可

※参加法人等に個人が参加できる場合は予算、借入等は除外できる
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